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パラリンピック・レガシーとしての障害者の就労・社会

参加支援に関する提言

東京２０２０パラリンピックでは国内外の選手が活躍し、国民に勇気と

感動をもたらしたところであるが、大会の成功の裏には、開閉会式をはじ

め、ボランティアでも多くの障害者が活躍したところである。

東京２０２５デフリンピックでは、国民の障害者スポーツ、手話言語や

聴覚障害への理解が深まるとともに、誰もが個性を活かし、力を発揮でき

る共生社会の実現への意識がより一層醸成された。

さらに、ＩＣＴの進展等により、重度障害者が在宅でも可能な業務が増

えるなど、障害者の就労機会・ニーズが拡大してきている。

２０２４年度の障害者の就職件数は、法定雇用率の引き上げ等を受け障

害者雇用に取り組む企業が増えたこと等により、過去最高となったが、障

害者の就労・社会参加に関する支援施策については、事業実施が自治体の

判断まかせになる等、自治体間で取組の格差が生じている。

重度障害者の日常生活の介助を行う障害福祉サービスである「重度訪問

介護」については、勤務中や通勤時の介助は対象となっておらず、就労を

断念せざるを得ない人も多い。

障害者等の自信や生きがいの創出、社会参加を促す農福連携、水産業と

の連携（水福連携）や伝統産業との連携（伝福連携）など、障害者の活躍

の場が増えつつあるが、取組の拡がりに課題がある。

ついては、東京２０２０パラリンピックや東京２０２５デフリンピック

で高揚した障害者の活躍を後押しするため、障害者が、住み慣れた地域で、

自身の適性を生かして地域社会の中で活躍できるような幅広い、継続的な

支援の仕組みが必要であることから、次のとおり提言する。

１ 重度障害者の就労支援の拡充

常時介護が必要な重度障害者については、日常生活と同様、就労中にお

いても生活上の介助が必要であるため、現行の雇用施策と連携する枠組は

維持しつつ、地方自治体の自主性・任意性に委ねられた補助金の活用では

なく、全国どこでも実施できるよう法定給付として制度化するとともに、

確実な財政措置を講じること。



２ 就労・社会参加の場づくりに対する支援制度の創設

（１） 地域社会の様々な場面において、障害者の適性を生かして活躍で

きるよう、幅広い、継続的な支援制度（交付金制度など）を創設する

こと。

＜支援制度（交付金の使途など）のイメージ＞

① 事業者と障害福祉サービス事業所とのマッチング（ワンストップ相

談窓口の設置・運営等）に対する支援

② 事業者と障害者をつなぐコーディネート人材の育成と活動に関す

る支援

③ 農福、水福及び伝福連携等の取組を推進するための、特に、施設内

に就労場所を確保することが困難な就労支援事業所に対する施設

外での就労を後押しするためのインセンティブの付与。

（２） 国が主体となって実施する、国民スポーツ大会、全国障害者ス

ポーツ大会や国民文化祭といったイベント等において、農福・水

福連携食材や伝福製品などの積極的活用を図ること。
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